
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
電解槽にて生成される電解生成酸性水を処理して排水するための電解生成酸性水の処理装
置であり、当該処理装置は、電解生成酸性水中の塩素成分を除去する塩素除去能

有する処理槽と、前記電解槽にて生成された電解
生成酸性水を前記処理槽内へ導入する導入管路と、前記処理槽で処理された処理済み水を
外部へ導出する導出管路を

備えていることを特
徴とする電解生成酸性水の処理装置。
【請求項２】

こ
とを特徴とする電解生成酸性水の処理装置。
【請求項３】
電解槽にて生成される電解生成酸性水を処理して排水するための電解生成酸性水の処理装
置であり、当該処理装置は、
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および電
解生成酸性水を中和する中和能を一体に

備えるとともに、前記導入管路と前記導出管路を連結する流水
バイパス管路と、前記導入管路と前記導出管路を連結する通気管路を

請求項１に記載の電解生成酸性水の処理装置において、前記導入管路は前記処理槽の底部
に臨んで開口し、かつ、前記導出管路は前記処理槽の上方空間部に臨んで開口している

電解生成酸性水中の塩素成分を除去する塩素除去能を有する
第１の処理槽と、電解生成酸性水を中和する中和能を有する第２の処理槽と、これら両処
理槽を互いに連結する連結管路と、前記電解槽にて生成された電解生成酸性水を前記両処
理槽のいずれか一方の処理槽内へ導入する導入管路と、前記両処理槽のいずれか他方の処
理槽で処理された処理済み水を外部へ導出する導出管路を備えるとともに、前記導入管路



を備
えていることを特徴とする電解生成酸性水の処理装置。
【請求項４】

ことを特徴とする電解生成酸性水の処理装置。
【請求項５】

ことを特徴とする電解生成酸性水の処理装置。
【請求項６】

を備えていることを特徴とす
る電解生成酸性水の処理装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、電解槽にて生成される電解生成酸性水を処理して排水するための電解生成酸性
水の処理装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
有隔膜電解槽を有する電解水生成装置は、電解生成酸性水と電解生成アルカリ性水を独立
的に生成させるもので、電解生成酸性水は高い殺菌能を有することから各種の分野で殺菌
用水として広く利用され、また、電解生成アルカリ性水は高い洗浄能を有することから各
種の分野で洗浄用水として広く利用される。すなわち、電解生成水における電解生成酸性
水と電解生成アルカリ性水は、用途に応じて使い分けされる。
【０００３】
しかしながら、有隔膜電解槽においては、電解生成酸性水と電解生成アルカリ性水が同時
にほぼ同量生成されるため、電解生成酸性水と電解生成アルカリ性水を用途に応じて使い
分する場合にはその消費量に差が生じ、電解生成酸性水と電解生成アルカリ性水のうちの
消費量が少ない方、または消費されない方の電解生成水を直接、または、一旦貯留タンク
に貯留させた後にオーバフローして排水する手段が採られている。
【０００４】
また、無隔膜電解槽を有する電解水生成装置は、酸性水およびアルカリ性水が混在する中
性に近い電解生成水を生成させるものであるが、一方の電極の近傍では酸性に富む電解生
成水の濃度が高く、かつ、他方の電極の近傍ではアルカリ性に富む電解生成水の濃度が高
い。このため、無隔膜電解槽で生成される電解生成水においても、酸性に富む電解生成水
を抽出して電解生成酸性水として利用し、かつ、アルカリ性に富む電解生成水を抽出して
電解生成アリカリ性水として利用することがある。電解生成水をこのように使い分けする
場合においても、上記したごとき消費量の差が生じ、消費されない方の電解生成水は排出
されることになる。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、電解生成酸性水は、相当程度の酸性度を有することは勿論であるが、相当量の
塩素成分を含有するもので、電解生成酸性水を排出する場合には、排出途中の電解生成酸
性水から塩素ガスが発生する。発生する塩素ガスは、周辺の機械、機器等にさびを発生さ
せるおそれがあるとともに、衛生上も好ましいとはいえない。従って、本発明の目的は、
電解生成酸性水の排水における塩素成分および酸性度に起因する問題に対処することにあ
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と前記連結管路を連結する第１の流水バイパス管路と、前記連結管路と前記導出管路を連
結する第２の流水バイパス管路と、前記導入管路と前記導出管路を連結する通気管路

請求項３に記載の電解生成酸性水の処理装置において、前記導入管路は前記両処理槽のい
ずれか一方の処理槽の底部に臨んで開口し、前記連結管路は同一方の処理槽の上方空間部
に臨んで開口し、かつ、前記導出管路は前記両処理槽のいずれか他方の処理槽の上方空間
部に臨んで開口している

請求項１～４のいずれか一項に記載の電解生成酸性水の処理装置において、前記導入管路
および前記導出管路における上方の水平部位は、流水層の上方に空気層が存在する流水量
に設定される

請求項１～４のいずれか一項に記載の電解生成酸性水の処理装置において、前記流水バイ
パス管路には、同流水バイパス管路内を視認できる検出部位



る。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
本発明は電解生成酸性水の処理装置に関するものであって、本発明に係る処理装置は、電
解槽にて生成される電解生成酸性水を処理して排水するための処理装置である。
【０００７】
　しかして、本発明に係る第１の処理装置は、電解生成酸性水中の塩素成分を除去する塩
素除去能 有する処理槽と、前記電解槽に
て生成された電解生成酸性水を前記処理槽内へ導入する導入管路と、前記処理槽で処理さ
れた処理済み水を外部へ導出する導出管路を

備
えていることを特徴とするものである。
【０００８】
　また、本発明に係る第２の処理装置は、電解生成酸性水

を備えていることを特徴とするものである。
【０００９】
　

。
【００１０】
　

。
【００１１】
　本発明に係る 処理装置においては、前記導入管路および前記導出管路

ことが
できる。
【００１２】
　また、本発明に係るこれらの処理装置において 記流水バイパス管路には

内を視認できる検出部位を設ける構成とすることができる。
【００１３】
【発明の作用・効果】
　本発明に係る第１の処理装置においては、電解槽にて生成された電解生成酸性水は排出
時には、一旦、塩素成分を除去する塩素除去能 有する処理槽に導入
される。当該処理槽内に導入された電解生成酸性水は、処理槽内で脱塩素処理

安全な処理済み水となって処理槽の外部へ導出されて排水される。
【００１４】
　また、本発明に係る第２の処理装置においては、電解槽にて生成された電解生成酸性水
は排出時には、

略中性で安全な処理済み水となて外部へ導出されて排水される。
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および電解生成酸性水を中和する中和能を一体に

備えるとともに、前記導入管路と前記導出管
路を連結する流水バイパス管路と、前記導入管路と前記導出管路を連結する通気管路を

中の塩素成分を除去する塩素除
去能を有する第１の処理槽と、電解生成酸性水を中和する中和能を有する第２の処理槽と
、これら両処理槽を互いに連結する連結管路と、前記電解槽にて生成された電解生成酸性
水を前記両処理槽のいずれか一方の処理槽内へ導入する導入管路と、前記両処理槽のいず
れか他方の処理槽で処理された処理済み水を外部へ導出する導出管路を備えるとともに、
前記導入管路と前記連結管路を連結する第１の流水バイパス管路と、前記連結管路と前記
導出管路を連結する第２の流水バイパス管路と、前記導入管路と前記導出管路を連結する
通気管路

本発明に係る第１の処理装置においては、前記導入管路は前記処理槽の底部に臨んで開
口し、かつ、前記導出管路は前記処理槽の上方空間部に臨んで開口する構成とすることが
できる

本発明に係る第２の電解生成酸性水の処理装置においては、前記導入管路は前記両処理
槽のいずれか一方の処理槽の底部に臨んで開口し、前記連結管路は同一方の処理槽の上方
空間部に臨んで開口し、かつ、前記導出管路は前記両処理槽のいずれか他方の処理槽の上
方空間部に臨んで開口する構成とすることができる

これらの における
上方の水平部位は、流水層の上方に空気層が存在する流水量に設定するようにする

は、前 同流水バ
イパス管路

および中和能を一体に
と中和処理

がなされ、略中性で

先ず、第１の処理槽および第２の処理槽のいずれか一方の処理槽に導入さ
れ、次いで、第１の処理槽および第２の処理槽のいずれか他方の処理槽に導入される。こ
の場合、第１の処理槽は塩素成分を除去する塩素除去能を有しかつ第２の処理槽は中和能
を有することから、電解生成酸性水の脱塩素処理と中和処理が並列的になされ、電解生成
酸性水は



【００１７】
　本発明に係るこれらの各処理装置において、導入管路と導出管路を連結する流水バイパ
ス管路と、導入管路と導出管路を連結する通気管路を備える構成 、導入管
路および／または導出管路が詰まって処理槽内での流水の流動が停止しても、流水をバイ
パス管路を通して排水することが可能であるとともに、処理槽内からの流水の漏洩が防止
される。この場合、導入管路および導出管路における上方の水平部位では、流水層の上方
に空気層が存在している流水量に設定するようにすることができ、これにより、被処理水
である電解生成酸性水の導入流れ、および、処理済み水の導出流れを円滑にすることがで
きる。
【００１８】
本発明に係る各処理装置において、導入管路を処理槽の底部に延ばして開口し、かつ、導
出管路を処理槽の上方空間部に臨ませて開口するように構成すれば、非処理水である電解
生成酸性水の処理槽内での滞留時間を増大させることができて、電解生成酸性水の脱塩素
処理および／または中和処理をより効果的に行うことができる。
【００１９】
本発明に係る各処理装置において、流水バイパス管路に、同流水バイパス管路内を視認で
きる検出部位を設けるようにすれば、流水バイパス管路内における流水の流れの状況を視
認することによって処理装置の作動状態を確認することができて、当該処理装置の保守管
理が容易になる。
【００２０】
【発明の実施の形態】
本発明は、電解生成酸性水の処理装置に関するもので、図１には、本発明に係る電解生成
酸性水の処理装置を、有隔膜電解槽を有する電解水生成装置に接続した状態を概略的に示
している。図１において、符号Ａは電解水生成装置、符号Ｂは本発明に係る電解生成酸性
水の処理装置である。当該電解水生成装置Ａは、有隔膜電解槽ａ 1と、一対の貯留タンク
ａ 2，ａ 3を有するものである。当該電解水生成装置Ａにおいては、例えば、食塩等の希薄
水溶液を被電解水として、有隔膜電解槽ａ 1の陽極室にて酸性水である電解生成酸性水を
生成し、また、陰極室にてアルカリ性水である電解生成アルカリ性水を生成するものであ
る。
【００２１】
電解生成酸性水は、例えばｐＨが２．５～３．５の強酸性の電解生成水であって、相当量
の塩素成分（有効塩素）を含有する殺菌能が高いものである。また、電解生成アルカリ性
水は、例えばｐＨが９．５～１１．０の強アリカリ性の電解生成水であって、アルカリ性
特有の洗浄能が高いものである。当該電解水生成装置Ａにおいては、左側の貯留タンクａ
2に電解生成アルカル水が貯留され、右側の貯留タンクａ 3に電解生成酸性水が貯留される
。
【００２２】
貯留タンクａ 2に一旦貯留された電解生成アルカル水は、電解水生成装置Ａの電解運転時
または必要時に使用場所へ供給されるとともに、不要時には、排出管路ａ 4を通して選択
的に排出される。排出される電解生成アルカル水は、排出途中に、図示しない処理装置で
中和処理等に付されて外部へ排水される。また、貯留タンクａ 3に一旦貯留された電解生
成酸性水は、電解水生成装置Ａの電解運転時または必要時に使用場所へ供給されるととも
に、不要時には、排出管路ａ 5を通して選択的に排出される。排出される電解生成酸性水
は、排出途中に、本発明に係る処理装置Ｂにおいて脱塩素処理、中和処理等に付されて外
部へ排水される。
【００２３】
本発明に係る処理装置Ｂは、電解水生成装置Ａから排出される電解生成酸性水を処理して
排出するための電解生成酸性水の処理装置であり、図２には第１の実施形態に係る第１処
理装置１０を示し、図３には第２の実施形態に係る第２処理装置２０を示している。図２
に示す第１処理装置１０は、本発明に係る の処理装置に該当するものであり、また、
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としているので

第１



図３に示す第２処理装置２０は、本発明に係る の処理装置に該当するものである。
【００２４】
第１処理装置１０は、処理槽１１、導入管路１２、導出管路１３、流水バイパス管路１４
、および通気管路１５にて構成されているものである。処理槽１１は、塩素除去能および
中和能を有するもので、処理槽１１内には、粒子状の木炭１１ａおよび粒子状の寒水石１
１ｂがこの順序で所定高さまで充填されていて、上方開口部は蓋体１１ｃにて密閉されて
いる。この状態では、処理槽１１内における寒水石１１ｂ上には、所定の高さの空間部（
上方空間部１１ｄ）が形成されている。処理槽１１内に充填されている木炭１１ａは、塩
素成分を吸着除去する機能を有している。また、寒水石１１ｂは、炭酸カルシウムを主要
成分とするもので、酸性水を中和する機能を有している。
【００２５】
導入管路１２は、略ｎ字状に屈曲しているもので、処理槽１１の側壁を気密的に貫通した
状態で、その一端が処理槽１１内の底部に臨み、その他端は電解水生成装置Ａにおける排
出管路ａ 5に接続されている。導入管路１２においては、その一端が処理槽１１内の底部
近傍にて開口している。導出管路１３は、略Ｌ字状に屈曲しているもので、処理槽１１の
側壁を気密的に貫通した状態で、その一端が処理槽１１内の上方空間部１１ｄに臨んで開
口し、その他端は外部の排出溝に臨んで開口している。
【００２６】
当該処理装置１０においては、導入管路１２の途中で分岐して上方へ延びる分岐管路１２
ａ、および、導出管路１３の途中で分岐して上方へ延びる分岐管路１３ａを備えていて、
両分岐管路１２ａ，１３ａを互いに２段に接続することにより、下方の接続部位にて流水
バイパス管路１４が形成され、上方の接続部位にて通気管路１５が形成されている。
【００２７】
かかる構成の当該処理装置１０においては、電解水生成装置Ａから排出管路ａ 5を経て排
出される電解生成酸性水は、導入管路１２を通って処理槽１１内の底部に導入される。処
理槽１１内の底部に導入された電解生成酸性水は、処理槽１１内に充填されている木炭１
１ａの層内を拡散しつつ乱流となって上昇して寒水石１１ｂの層内に至り、さらに寒水石
１１ｂの層内を乱流となって上昇し、処理済み水となって上方空間部１１ｄに至る。処理
済み水は、上方空間部１１ｄ内に開口する導出管路１３を経て外部に導出される。
【００２８】
この間、電解生成酸性水は、木炭１１ａの層内で塩素成分を除去されるとともに寒水石１
１ｂの層内で中和され、塩素成分が皆無または皆無に近い状態の略中性の水となって導出
管路１３を通って導出される。
【００２９】
このように、当該処理装置１０によれば、電解生成酸性水を、処理槽１１内にて塩素成分
を除去しかつ酸性を中和することにより、塩素成分が皆無または皆無に近い状態の略中性
の処理済み水として排水することができて、電解生成酸性水の酸性や塩素成分を含有する
ことに起因する、排水時の不具合を解消することができる。
【００３０】
ところで、当該処理装置１０においては、導入管路１２を処理槽１１内の底部に延ばして
開口し、かつ、導出管路１３を処理槽１１内の上方空間部１１ｄに臨ませて開口するよう
に構成している。これにより、被処理水である電解生成酸性水の処理槽１１内での滞留時
間を増大させて、木炭１１ａの層内や寒水石１１ｂの層内での木炭１１ａや寒水石１１ｂ
との接触時間を増大させることができて、電解生成酸性水の脱塩素処理および／または中
和処理をより効果的に行うことができる。
【００３１】
また、当該処理装置１０においては、導入管路１２と導出管路１３を連結する流水バイパ
ス管路１４と、導入管路１２と導出管路１３を連結する通気管路１５を備える構成として
いる。これにより、導入管路１２および／または導出管路１３が詰まって処理槽１１内で
の流水の流動が停止しても、流水を、バイパス管路１４を通して排出することが可能であ
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るとともに、処理槽１１内からの流水の漏洩が防止される。
【００３２】
この場合、導入管路１２および導出管路１３における上方の水平部位では、図４に示すよ
うに、流水層の上方に空気層が存在している流水量に設定するようにすることができ、こ
れにより、被処理水である電解生成酸性水の導入流れ、および、処理済み水の導出流れを
円滑にすることができる。
【００３３】
図３に示す第２の実施形態である第２処理装置２０は、一対の第１，第２処理槽２１，２
２、一対の第１，第２導入管路２３，２４、一対の第１，第２導出管路２５，２６、一対
の第１，第２流水バイパス管路２７，２８、および通気通路２９にて構成されている。第
１処理槽２１と第２処理槽２２は、互いに充填剤の種類を異にしているが同一の構造のも
ので、第１導出管路２５と第２導入管路２４を互いに接続することによって直列的に接続
されている。第１導出管路２５と第２導入管路２４は、互いに接続された状態で、第１処
理槽２１と第２処理槽２２を連結する連結管路を構成している。
【００３４】
第１処理槽２１は、塩素除去能を有するもので、処理槽２１内には、玉砂利２１ａ、粒状
の木炭２１ｂ、および玉砂利２１ａがこの順序で所定高さまで充填されていて、上方開口
部は蓋体２１ｃにて密閉されている。この状態では、処理槽２１内における玉砂利２１ａ
上には、所定の高さの空間部（上方空間部２１ｄ）が形成されている。処理槽２１内に充
填されている木炭２１ｂは、塩素成分を吸着除去する機能を有している。
【００３５】
第１導入管路２３は、略ｎ字状に屈曲しているもので、第１処理槽２１の側壁を気密的に
貫通した状態で、その一端が第１処理槽２１内の底部の玉砂利２１ａ層内に臨んで開口し
、その他端は電解水生成装置Ａにおける排出管路ａ 5に接続されている。第１導出管路２
５は直線状のもので、第１処理槽２１の側壁を気密的に貫通した状態で、その一端が第１
処理槽２１内の上方空間部２１ｄに臨んで開口し、その他端は槽外にて第２導入管路２４
に接続されている。
【００３６】
第２処理槽２２は中和能を有するもので、処理槽２２内には、粒子状の寒水石２２ａが所
定高さまで充填されていて、上方開口部は蓋体２２ｂにて密閉されている。この状態では
、第２処理槽２２内における寒水石２２ａ上には、所定の高さの空間部（上方空間部２２
ｃ）が形成されている。第２処理槽２２内に充填されている寒水石２２ａは、電解生成水
を中和する機能を有している。
【００３７】
第２導入管路２４は、略Ｌ字状に屈曲しているもので、第２処理槽２２の側壁を気密的に
貫通した状態で、その一端が第２処理槽２２内の底部の空間部２２ｄ内に臨んで開口し、
その他端は第１導出管路２５に接続されている。第２導出管路２６は略Ｌ字状のもので、
第２処理槽２２の側壁を気密的に貫通した状態で、その一端が第２処理槽２２内の上方空
間部２２ｃに臨んで開口し、その他端は槽外に延びて排出溝に臨んで開口している。
【００３８】
当該処理装置２０においては、第１導入管路２３の途中で分岐して上方へ延びる分岐管路
２３ａ、および、第２導出管路２６の途中で分岐して上方へ延びる分岐管路２６ａを備え
ていて、両分岐管路２３ａ，２６ａを互いに接続することにより通気管路２９が形成され
ている。また、分岐管路２３ａと第１導出管路２５を接続して第１流水バイパス管路２７
が形成され、かつ、第２導入管路２４と分岐管路２６ａを接続して第２流水バイパス管路
２８が形成されている。
【００３９】
かかる構成の当該処理装置２０においては、電解水生成装置Ａから排出管路ａ 5を経て排
出される電解生成酸性水は、第１導入管路２３を通って第１処理槽２１内の底部に導入さ
れる。第１処理槽２１内の底部に導入された電解生成酸性水は、第１処理槽２１内に充填
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されている木炭２１ａの層内を拡散しつつ乱流となって上昇して上方空間部１１ｄに至る
。この間、電解生成酸性水は、木炭２１ａの層内で塩素成分を除去される。
【００４０】
塩素成分の除去処理を受けた処理済み水は、次いで、第１導出管路２５から第２導入管路
２４を通って第２処理槽２２内の底部に導入される。第２処理槽２２内の底部に導入され
た処理済み水は、第２処理槽２２内に充填されている寒水石２２ａの層内を拡散しつつ乱
流となって上昇して上方空間部２２ｃに至る。この間、電解生成酸性水は、寒水石２２ａ
の層内で中和される。
【００４１】
このように、当該処理装置２０によれば、電解生成酸性水は、第１処理槽２１内にて塩素
成分が除去され、かつ、第２処理槽２２内にて酸性が中和されて、第２処理槽２２から導
出された際には、塩素成分が皆無または皆無に近い状態の略中性の処理済み水となって排
水される。これにより、電解生成酸性水の酸性や塩素成分を含有することに起因する、排
水時の不具合を解消することができる。
【００４２】
ところで、当該処理装置２０においては、第１導入管路２３を第１処理槽２１内の底部に
延ばして開口し、かつ、第１導出管路２４を第１処理槽２１内の上方空間部２１ｄに臨ま
せて開口するように構成している。また、第２導入管路２５を第２処理槽２２内の底部に
延ばして開口し、かつ、第２導出管路２６を上方空間部２２ｃに臨ませて開口するように
構成している。これにより、被処理水である電解生成酸性水の第１処理槽２１および第２
処理槽２２内での滞留時間を増大させて、木炭２１ａの層内や寒水石２２ａの層内での木
炭２１ａや寒水石２２ａとの接触時間を増大させることができて、電解生成酸性水の脱塩
素処理および／または中和処理をより効果的に行うことができる。
【００４３】
また、当該処理装置２０においては、各導入管路２３，２４と各導出管路２５，２６を連
結する流水バイパス管路２７，２８と、第１導入管路２３と第２導出管路２６を連結する
通気管路２９を備える構成としている。これにより、各導入管路２３，２４および／また
は各導出管路２５，２６が詰まって処理槽２１，２２１内での流水の流動が停止しても、
流水を流水バイパス管路２７，２８を通して排出することが可能であるとともに、処理槽
２１，２２内からの流水の漏洩が防止される。
【００４４】
この場合、各導入管路２３，２４および各導出管路２５，２６における上方の水平部位で
は、図４に示すように、流水層の上方に空気層が存在している流水量に設定するようにす
ることができ、これにより、被処理水である電解生成酸性水の導入流れ、および、処理済
み水の導出流れを円滑にすることができる。
【００４５】
また、当該処理装置２０においては、流水バイパス管路に、同流水バイパス管路内を視認
できる検出部位を設けるようにすることができる。図５には、視認検出部位の廉価な一例
を示しており、当該検出部位２０ａは、第１流水バイパス管路２７の一部を透明管路部２
７ａに形成して構成されているものである。透明管路部２７ａは、透明な樹脂製のパイプ
またはホースからなり、透明管路部２７ａを透して、第１流水バイパス管路２７内での流
水が流れる状況を視認することができる。
これにより、当該検出部位２０ａは、第１流水バイパス管路２７内における流水の状況を
視認できる検出手段として機能し、第１流水バイパス管路２７内における流水の状況から
、当該処理装置２０での異常事態の発生を容易に確認することができる。この結果、当該
処理装置２０の保守管理を容易かつ迅速に行うことができる。
【００４６】
なお、当該検出部位２０ａに関しては、当該処理装置２０における第２流水バイパス管路
２８に設けても同様の作用効果を奏することができる。この場合には、第１，第２流水バ
イパス管路２７，２８の両方に設けるようにすることも好ましい。さらには、当該検出部
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位２０ａに相当する検出部位を第１処理装置１０における流水バイパス管路１４に設ける
ようにすることも好ましく、これによって、第１処理装置１０に対して、当該検出部位２
０ａが奏すると同様の作用効果を付与することができる。
【００４７】
また、当該処理装置２０においては、第１処理槽２１および第２処理槽２２を機能の異な
る処理槽に構成して、電解生成酸性水の脱塩素処理と中和処理を互いに別の処理槽で行う
構成としているが、これら両処理槽２１，２２を塩素除去能および中和能を有する構成と
して、脱塩素処理と中和処理の両処理を２回行うようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る処理装置を備えた電解水生成装置を概略的に示す説明図である。
【図２】本発明の一例に係る処理装置を示す全体の構成図である。
【図３】本発明の他の一例に係る処理装置を示す全体の構成図である。
【図４】処理装置における導入管路および導出管路の一部を縦断して示す縦断面図である
。
【図５】検出部位を設けた流水バイパス管路の側面図である。
【符号の説明】
１０…第１処理装置、１１…処理槽、１１ａ…木炭、１１ｂ…寒水石、１１ｃ…蓋体、１
１ｄ…上方空間部、１２…導入管路、１３…導出管路、１２ａ，１３ａ…分岐管路、１４
…流水バイパス管路、１５…通気管路、２０… 、２０ａ…検出部位、２１，
２２…処理槽、２１ａ…玉砂利、２１ｂ…木炭、２１ｃ…蓋体、２１ｄ…上方空間部、２
２ａ…寒水石、２２ｂ…蓋体、２２ｃ…上方空間部、２２ｄ…下方空間部、２３，２４…
導入管路、２３ａ…分岐管路、２５，２６…導出管路、２６ａ…分岐管路、２７，２８…
流水バイパス管路、２７ａ…透明管路部、２９…通気管路、Ａ…電解水生成装置、ａ 1…
有隔膜電解槽、ａ 2，ａ 3…貯留タンク、ａ 4，ａ 5…排出管路。
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